
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美術博物館建設候補地 位置図 
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〈凡例〉 
     

中心市街地活性化区域 

約 140ha 

市営城北駐車場 

上野郵便局裏 

勤労者福祉会館跡 

上野図書館 

桃青中学校跡 

上野図書館（移転地） 崇広中学校 

上野高校 

上野西小学校 

上野市駅 

伊賀上野城 

芭蕉翁生家 

だんじり会館 

伊賀流忍者博物

館 俳聖殿 

愛染院 

旧崇広堂 

組匠の里 

芭蕉翁記念館 

忍者体験施設 

蓑虫庵 

赤井家住宅 

上野天神宮 

上野公園口 

JA いがふるさと本店 

資料２ 



伊賀市の賑わい創出グランドデザイン  
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図 将来のゾーニングの考え方 

 

 

背景地図出典：2011三重県共有デジタル地図（数値地形図2500（道路縁1000）） 三重県市町総合事務組合 



美術博物館　建設候補地について

名　　称 市営城北駐車場 桃青中学校跡 上野図書館
勤労者福祉
会館跡

上野郵便局
裏駐車場

住　　所 上野平野 上野丸之内 上野丸之内 上野丸之内 上野丸之内

面　積（㎡） 4,483 12,480 1,808 1,625 1,027

建蔽率（％） 60 60 80 60 60

容積率（％） 200 200 400 200 200

用途地域 第二種住居地域
第一種中高層住居
専用地域

商業地域
第一種中高層住居
専用地域

第一種中高層住居
専用地域

用途変更の有無 用途変更は不要 用途変更が必要 用途変更は不要 用途変更が必要 用途変更が必要

約650ｍ 約450ｍ 約550ｍ 約600ｍ 約500ｍ

徒歩約10分 徒歩約６分 徒歩約７分 徒歩約８分 徒歩約７分

約850ｍ 約550ｍ 約300ｍ 約800ｍ 約400ｍ

徒歩約13分 徒歩約７分 徒歩約４分 徒歩約11分 徒歩約６分

メリット
・広大な敷地面積を有し、ゆ
とりを持った設計が可能。

・中心市街地活性化区域内の
ため、建設経費が国の補助対
象となる可能性がある。
・広大な敷地面積を有し、ゆ
とりを持った設計が可能。
・高台に位置しているため、
市街地や四方の山々が見渡せ
るなどロケーションに優れて
いる。

・中心市街地活性化区域内の
ため、建設経費が国の補助対
象となる可能性がある。
・上野市駅やバスターミナル
に程近い。
・史跡芭蕉翁生家など芭蕉芭
蕉翁ゆかりの施設に近い。

・中心市街地活性化区域内の
ため、建設経費が国の補助対
象となる可能性がある。

・中心市街地活性化区域内の
ため、建設経費が国の補助対
象となる可能性がある。
・芭蕉翁ゆかりの施設の周遊
導線上にある。

デメリット

・中心市街地活性化区域外の
ため補助金を得るのが困難。
・市営駐車場として観光客や
隣接する総合福祉会館の職員
の駐車場となっているため、
代替駐車場の確保が必要。
・ハザードマップで浸水想定
区域に位置している。

・徒歩アクセスとなる侵入道
路は幅員3.0ｍで急勾配。
・車アクセスは幼稚園側とな
り回り道となる。
・他施設との周遊性にやや乏
しい。
・施設の解体費用が発生。

・接する道路の幅員が5.5
ｍ、6.7ｍで車でのアクセス
に乏しい。
・主要道路から目立たない。
・駐車場用地が狭小。
・建物は昭和59年築で老朽化
が進んでいる。
・施設の解体費用が発生。

・私有地のため、所有者の意
向により返還の可能性有。
・主要道路から目立たない。
・他施設との周遊性に乏し
い。
・ハザードマップで土砂災害
警戒区域に位置している。
・駐車場用地がない。

・敷地面積が狭いため、施設
建設に制限有。
・主要道路から目立たない。
・図書館利用者の第２駐車場
となっているため、代替駐車
場の確保が必要。
・駐車場用地がない。

上野公園口から

伊賀鉄道
上野市駅から

資料3 



建設候補地　概要

①市営城北駐車場 ① ④

住　　所 伊賀市上野平野

面　　積 ４，４８３㎡

② ⑤

③ ⑥

用地概要

市営駐車場として市が管理。土・日・祝日は有
料、平日は無料で運営。
観光客の駐車場のほか、隣接する総合福祉会館の
職員駐車場となっている。

１

４

３

２

５

1



②桃青中学校跡 ① ④

住　　所 伊賀市上野丸之内

面　　積 １２，４８０㎡

② ⑤

③ ⑥

用地概要

廃校となった桃青中学校跡地。
駐車スペースは、芭蕉翁記念館やハイトピア伊
賀、上野図書館などに勤務する職員の駐車場のほ
か、土日祝の公用車駐車場として活用。

１

４

３

２

６ ５

2



③上野図書館 ① ④

住　　所 伊賀市上野丸之内

面　　積 １，８０８㎡

② ⑤

③ ⑥

用地概要

上野図書館として運営中。
施設は築40年近く経過して老朽化が進んでいる。
旧上野市庁舎への移転が決定している。

４

３

２

５

１
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④勤労者福祉会館跡 ① ④

住　　所 伊賀市上野丸之内

面　　積 １，６２５㎡

② ⑤

③ ⑥

用地概要

勤労者福祉会館として運営していたが、施設老朽
化により解体。
更地となっているが、土地は私有地となってい
る。

４

５

２

１

３
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⑤上野郵便局裏駐車場 ① ④

住　　所 伊賀市上野丸之内

面　　積 １，０２７㎡

② ⑤

③ ⑥

用地概要

上野図書館利用者の第２駐車場として利用。

１

２

３
４
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○用途地域とは

都市計画法に定める用途地域について

　「用途地域」は、土地利用の目的に応じて建築できる建物の種類等を規制するもので、細かく分類され
ています（都市計画法第8条第1項第1号）。
　用途地域制度は、良好な市街地環境の形成や、都市における住居、商業、工業などの適正な配置による
機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、容積率、建蔽率、高さなどを規制・誘導する都市
計画・建築規制制度です。
　美術博物館は、下表中、「公共施設・病院・学校等」の「図書館等」に該当します。

資料4-1
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○用途地域内の建築物の用途制限

○用途区分の変更手続き

　ただし、「図書館等」のうち、博物館については、下表のとおり別の規制があります。
　「近隣住民を対象とした博物館で、その地域の良好な環境を害するおそれがなく、社会教育的な活動の
ために設けたもの」は建設可能ですが、検討している美術博物館は観光客や市外の方など、不特定多数の
方の利用を見込むため、これに該当しません。
　このため、下表の内容にある「上記以外」に該当し、「×」と記載されている用途区域には建設するこ
とができません。
　そのため、建設予定地が「×」の用途地域にある場合、用途地域の区分を変更する手続きをしなければ
建設することはできません。

　変更する区域を確定し、建物の配置や施設の内容など、具体的な計画ができた段階で、市都市計画課な
らびに三重県関係各課との事前調整を行った後、地区住民への公聴会等を開催して意見を伺い、変更原案
を作成します。
　その後、県への事前協議、市民への案の縦覧を経て、市都市計画審議会で審議されます。
　審議会で承認されると、県と最終協議を行い、異存がなければ、市は都市計画決定の告示を行い、手続
きが終了となります。
　変更手続きには、関係各所と十分な協議を行う必要があるため、手続きには少なくとも１年程度の時間
を要します。

2




